
  

  

         主な補正予算 

■ 旭公民館大規模改修工事（継続費）・・4 億

4968 万円 

R6.R7 予定を早めて R5.R6 に実施。 

■ 骨髄移植ドナー支援事業助成金・・21 万円

（県が半額助成）1 名提供者分で、勤務し

ている事業者に助成 

■ 3 歳 6 か月児健診時の眼 

科健診用に屈折検査機器 

購入・・122 万 8 千円 

（半額国が助成） 

■ 休日夜間急病診療所にカードリーダー（マ

イナンバー対応用）購入・・・23 万 6 千円

（国の助成あり） 

■ 千代田公民館受水槽更新工事・・1327 万円 

■ 市庁舎始め学校など各公共施設の光熱費の

値上がり分の増額補正。 
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１【可燃ごみの減量化】 

【問】次期ごみ処理施設の今後について広域化も

視野に検討している今、可燃ごみの減量化に

大々的に取り組むべきと思う。実施状況と今後

の目標は。 

【答】R3 年の可燃ごみ排出量は 14,945 トンで、R2

年の15,691トンより4.8%の減。R7年度までにR1

年度比 10％減の目標としている。  

【問】生ごみのたい肥化講習会をしているようだ

が、出来たたい肥の回収体制を整えるべきと思

うが。 

【答】受け入れ先の確保など他自治体の事例を情

報収集し調査研究する。 

【問】雑紙の分別にも力を入れてはどうか。 

【答】R5 年 4 月から雑紙 

回収専用ネットを設置 

し分別しやすいように 

する。組成分析では紙 

類と生ごみで 8割を占 

めているのでその削減 

に取り組んでいく。   

【問】紙おむつのリサイクルの研究が進められて

いるが、早急に取り組むべきと思うが如何か。 

【答】すでに実証にしている自治体を今後の参考

にする。 

２【生理用品の無料提供】 

【問】今年度の取組は？市役所などの公共施設の

女子トイレに置いてはどうか。 

【答】今年度も、昼用 30枚入りと夜用 12枚入りそ

れぞれ1パックをセットに市役所、わろうべの里

などで無料配布中です。 

また 10 月から市役所 1

階の女子トイレの個室内

に設置し、利用状況を確

認しています。 

 

３【がん疾患のアピアランスケア】 

【問】がんの市内罹患状況は。 

【答】県のがん登録事業報告

によると市内で 2016 年にが

んと診断された方は 785 人、

2017 年 747 人、2018 年 833

人とのことです。 

【問】アピアランス（外見）ケアについては

どのように考えているか。 

【答】治療によって生じた外見の変化を補い

精神的苦痛を軽減するために必要と考え

る。 

※ ウィッグなどの助成制度について、時を同

じくして県が前向きに検討していると県議

会で答弁がありましたので、県の助成が決

まれば本市も動くことを期待します。 



           

１０月２８日に閣議決定された政府の総合経済対策は、戦後最大級と言われる困難を突破するために

公明党のさまざまな提言を受けて決定しました。物価高騰への負担軽減対策としては、 

○電気料金 一般家庭７円 企業３．５円の補助 （１ｋｗ/ｈあたり） 

（毎月の請求書に軽減額が反映される。） 

○都市ガス料金 １立方メートルあたり３０円の支援 

○プロパンガス 検針や配送などの効率化に向けた取り組みを支援 

○ガソリン代 １リットルあたり１７０円を超えない価格を２０２３年９月まで延長 

 

などが実施されることになりました。 

電気・都市ガス・ガソリン等に関する負担軽減策がそれぞれ実行されるこ   

とで、２０２年１月から９月ごろにかけて、標準的な家庭で総額４５，０００円程度の 
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≪3月議会の予定≫ 

2 月 27 日（月） 開会 

3 月 3 日（金）～7 日（火）常任委員会 

3 月 8 日（水）～13 日（月）代表質問 

3 月 14 日（火）～20 日（月）予算審査 

3 月 24 日（金） 閉会 

人口 96,226 人（43,346 世帯） 

（内外国人 3,044 人 1,472 世帯） 

高齢化率 28.37％  後期高齢化率 16.22％ 

【 R5.1.1 現在 住民基本台帳より 】 

国の総合経済対策のひとつ「出産・子育て応援交付金」事業が１２月議会に追加議案として上程され、

１２月２０日議会最終日に可決されました。 

支援が手薄な０歳から２歳の低年齢期に焦点を当てて、妊娠届け出時、妊娠時（8 か月頃）、そして出産

後の 3 回面談をする体制を取る、伴走型相談支援の充実を図るとともに 

地方自治体の創意工夫により、妊娠・出産時の関連用品の購入費助 

成や産前・産後ケア・一時預かり・家事支援サービス等の利用負担軽 

減を図る経済的支援を一体として実施する事業を創設し、継続的に実 

施することが総合経済対策に盛り込まれました。 

これをうけて四街道市では、妊娠届け出時に５万円、出生届け出時に 

新生児１人あたり５万円の現金を給付します。 

※令和４年４月１日以降の出産が対象となります。 

※妊娠時、出産後にそれぞれ届を出さないと現金給付はされません。 

届け出（面談をする）をきちんと出しましょう！！ 

※R4.4.1 後にすでに出産されている方は、今(1/5 時点)準備中とのこと 

です。 


